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市町村の児童家庭相談業務の状況及び要保護児童対策地域協議会 

（子どもを守る地域ネットワーク）の設置状況等について 

（平成 20 年 4 月現在） 
 
 

市区町村（東京都の特別区を含む。以下同じ。）は、児童家庭相談に応じ、必要な調

査、指導等を行うこととされ、また、要保護児童については、関係者間で情報の交換と

支援の協議を行う「要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）」と

して児童福祉法に位置づけられていることから、平成２０年４月１日現在の市町村の児

童家庭相談業務の状況及び要保護児童対策地域協議会等の設置状況等を把握したもの

である。 
 
 
 
 
 
 

○　人口規模区分別市区町村数、該当人口

（平成２０年４月１日現在）

か所

791

人口３０万人以上 65 28,795,555 人 (22.5％)　

人口１０万人～３０万人未満 199 32,336,326 人 (25.3％)　

人口１０万人未満 527 27,988,016 人 (21.9％)　

808 12,362,788 人 (9.7％)　

193 925,065 人 (0.7％)　

19 25,585,663 人 (20.0％)　

1,811 127,993,413 人 (100.0％)　計

市          区

町

村

政令指定都市・児童相談所設置市

人口規模区分 該当区分での合計人口

 
 
 

平 成 ２ ０ 年 １ １ 月 １ ９ 日 
         （照  会  先） 
厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課 
虐待防止対策室 

室長補佐  藤田智夫（内線７７９７） 
調整係長  伴野康和（内線７７９９） 
代表電話   ０３－５２５３－１１１１ 
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Ⅰ 市町村における児童家庭相談業務の状況について 
 
 
 
 
 
 
 家庭児童相談室が設置されている福祉事務所又は福祉事務所機能を有する児童福祉主管

課に窓口を設置している市区が、人口規模が３０万人以上では８６．１％（当該区分の総数

に対する割合、以下同じ）、１０万人以上３０万人未満では８８．９％、１０万人未満で８

７．３％となっている。  
 町村部においては、児童福祉主管課、母子保健主管課又は児童福祉・母子保健統合課に相

談窓口を設置している所が、町では８７．１％、村では８４．５％となっている。 
 指定都市においては、従来から児童相談所を中心に児童家庭相談を担ってきたところであ

るが、指定都市内の区福祉事務所等に児童家庭相談窓口を設置し、重層構造にしている所が

８４．２％となっている。 
 
 
 

（上段：該当区分での割合　　　下段：市区町村数）

人口３０万人
以上

人口１０万人
以上３０万人
未満

人口１０万人
未満

参考
(平成19年度)

72.3%        68.3%        52.8%        46.5%        34.7%        -             49.9%             43.6%

47            136          278          376          67            -             904               797

1.5%         1.5%         0.8%         6.1%         5.2%         5.3%         3.8%              3.8%

1             3             4             49            10            1             68                 70

6.2%         5.0%         5.7%         34.5%        44.6%        10.5%        22.7%             24.8%

4             10            30            279          86            2             411               453

13.8%        20.6%        34.5%        0.2%         0.5%         42.1%        13.4%             15.6%

9             41            182          2             1             8             243               285

-             0.5%         2.3%         -             1.0%         -             0.8%              0.7%

-             1             12            -             2             -             15                 13

1.5%         -             -             5.7%         5.7%         -             3.2%              3.4%

1             -             -             46            11            -             58                 62

-             1.0%         3.0%         3.2%         1.6%         5.3%         2.7%              1.9%

-             2             16            26            3             1             48                 35

-             -             -             -             -             5.3%         0.1%              -

-             -             -             -             -             1             1                  -

-             -             -             -             -             15.8%        0.2%              0.1%

-             -             -             -             -             3             3                  2

-             0.5%         -             0.9%         2.6%         -             0.7%              -

-             1             -             7             5             -             13                 -

4.6%         2.5%         0.9%         2.8%         4.1%         15.8%        2.6%              6.1%

3             5             5             23            8             3             47                 110

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

65 199 527 808 193 19 1,811 1,827

⑦教育委員会

②母子保健主管課

④福祉事務所
　（家庭児童相談室）

①児童福祉主管課

⑤福祉事務所
　（家庭児童相談室を除く）

⑥保健センター

③児童福祉・母子保健統合課

合       計

⑪その他

⑧市設置の保健所

⑨市設置の児童相談所

⑩障害福祉主管課

合計
政令指定都
市・児童相
談所設置市

市区

町 村

 
 

１．相談窓口（主たる相談窓口）の設置場所について 
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主たる相談窓口に従事する市区町村の相談担当職員は、全国で６，８３０名配置されてい

る。内訳は、何らかの専門資格を有する者（①～⑧）が４，２８６名（６２．８％）、その

うち、児童福祉司と同様の資格を有する者（①～④）が８４１名（１２．３％）となってい

る。 
 

（上段：該当区分での割合　　　下段：人数）

人口３０万
人以上

人口１０万
人以上３０
万人未満

人口１０万
人未満

13.6%        12.8%        8.8%         2.2%         2.0%         11.8%       7.6%      7.2%

82 131 142 49 8 107 519 423

0.5%         0.1%         0.3%         0.1%         -             0.1%        0.2%      0.2%

3 1 5 2 -             1 12 12

9.9%         6.9%         3.0%         1.5%         0.7%         4.6%        3.8%      3.3%

60 71 48 34 3 42 258 194

1.5%         1.5%         0.5%         0.4%         0.2%         1.1%        0.8%      0.6%

9 15 8 9 1 10 52 34

25.5%        21.2%        12.5%        4.1%         2.9%         17.7%       12.3%    11.3%

154 218 203 94 12 160 841 663

12.1%        8.9%         6.4%         33.0%        40.8%        25.3%       20.7%    18.9%

73 91 104 748 166 229 1411 1,110

14.4%        19.3%        27.4%        3.0%         1.5%         11.2%       13.3%    13.5%

87 198 444 69 6 101 905 795

16.4%        14.9%        13.2%        7.2%         4.9%         8.4%        10.6%    10.8%

99 153 213 163 20 76 724 636

9.6%         8.9%         6.9%         1.6%         2.7%         10.7%       5.9%      4.7%

58 91 112 36 11 97 405 277

77.9%        73.2%        66.5%        48.9%        52.8%        73.3%       62.8%    59.2%     

471 751 1076 1110 215 663 4286 3481

12.4%        16.9%        24.8%        49.5%        45.7%        18.9%       31.2%    -

75 173 402 1123 186 171 2130 -

9.8%         9.9%         8.7%         1.5%         1.5%         7.8%        6.1%      -

59 102 141 35 6 71 414 -

100.0%      100.0%      100.0%      100.0%      100.0%      100.0%     100.0%  100.0%

605 1,026 1,619 2,268 407 905 6,830 5,880

合       計

⑩その他

⑥教員免許を有する者
　（①に該当する者を除く）

④精神保健福祉士

⑧①～⑦に記載の資格を有しない
　社会福祉主事

⑨①～⑧に記載の資格を有しない
　一般事務職員

⑦保育士
　（①に該当する者を除く）

　　　　　　　　小計
（児童福祉司と同様の資格を有す
る者①～④の計）

小計
（①～⑧の計）

③社会福祉士

⑤保健師・助産師・看護師
　（①に該当する者を除く）

②医師

村

①児童福祉司と同様の資格を有す
る者（②、③又は④に該当する者を
除く。）

町 合計 参考
（平成19年度）

市区
政令指定都
市・児童相
談所設置市

 
 

※「（参考）平成 19 年度」における「⑨①～⑧に記載の資格を有しない一般事務職員」「⑩その他」については、昨年度把握を行った、

何らかの資格を有する者に該当する「心理職」「福祉職」を含めていないため、比較できない。

２．主たる相談窓口の担当職員について 
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● 都道府県（指定都市・児相設置市含む）別主たる相談窓口の担当職員 
種別

①児童福祉
司と同様の
資格を有す
る者（②、③
又は④に該
当する者を
除く。）

②医師 ③社会福
祉士

④精神保
健福祉士

⑤保健師・
助産師・看
護師
（①に該当
する者を除
く）

⑥教員免
許を有する
者
　（①に該
当する者を
除く）

⑦保育士
　（①に該
当する者を
除く）

⑧①～⑦
に記載の
資格を有し
ない
　社会福祉
主事

⑨①～⑧
に記載の
資格を有し
ない
　一般事務
職員

⑩その他

北海道 684     9            -            6            3            232         35          42          23          318         16          519           

青森県 105     4            -            -            -            31          3            9            2            55          1            89             

岩手県 76      2            -            1            1            5            16          13          2            35          1            68             

宮城県 124     1            -            3            1            37          13          14          1            49          5            92           
秋田県 79      5            -            2            -            10          12          11          4            27          8            63             

山形県 87      -            -            -            -            7            13          12          13          38          4            81             

福島県 177     6            -            1            -            54          19          2            25          59          11          137           

茨城県 136     8            -            5            1            6            43          10          8            41          14          135           

栃木県 113     5            -            -            -            26          24          8            3            41          6            97             

群馬県 106     2            -            1            -            37          15          7            3            36          5            83             

埼玉県 290     30          -            15          1            34          47          14          39          96          14          252           

千葉県 211     12          1            11          1            28          59          17          8            64          10          187           

東京都 503     62          3            53          11          58          59          103         31          64          59          414           

神奈川県 151     13          -            9            -            30          11          23          10          34          21          103           

新潟県 92      16          -            2            -            25          17          11          2            14          5            88             

富山県 27      5            -            2            -            2            3            4            1            9            1            34             

石川県 45      2            -            1            1            6            1            16          1            15          2            37             

福井県 45      4            -            4            -            5            3            7            1            16          5            39             

山梨県 93      2            -            1            -            30          6            12          8            32          2            75             

長野県 227     11          -            3            2            58          38          26          10          64          15          206           

岐阜県 110     15          -            3            3            6            11          23          7            37          5            105           

静岡県 126     13          -            6            1            21          23          14          12          29          7            117           

愛知県 194     8            -            7            1            24          35          34          7            67          11          174           

三重県 121     27          -            2            -            17          16          14          3            38          4            85             

滋賀県 92      11          -            7            -            16          10          9            11          25          3            84             

京都府 59      3            -            1            -            17          9            8            1            11          9            50             

大阪府 177     60          -            22          5            9            7            29          11          25          9            152           

兵庫県 133     8            -            4            1            17          41          17          13          25          7            128           

奈良県 94      8            -            1            -            24          16          9            3            32          1            101           

和歌山県 68      -            -            4            -            24          3            6            1            24          6            63             

鳥取県 55      1            -            1            -            12          5            7            5            21          3            51             

島根県 73      6            -            3            1            16          6            7            2            30          2            43             

岡山県 83      7            -            1            1            33          13          5            4            16          3            60             

広島県 67      2            -            4            1            2            12          13          3            28          2            58             

山口県 55      9            -            -            1            4            10          6            1            19          5            50             

徳島県 68      3            -            1            1            22          11          4            2            22          2            69             

香川県 39      1            -            2            -            15          4            1            1            12          3            46             

愛媛県 66      -            2            3            -            14          9            16          2            19          1            56             

高知県 74      4            2            1            -            25          8            6            1            17          10          72             

福岡県 173     5            -            2            -            31          27          19          4            79          6            161           

佐賀県 47      -            -            -            -            5            12          3            -            24          3            59             

長崎県 77      5            -            4            -            11          15          3            4            28          7            65             

熊本県 125     3            1            5            3            31          7            10          2            56          7            94             

大分県 72      4            -            5            -            4            19          7            4            24          5            70             

宮崎県 99      -            -            2            -            30          16          5            2            41          3            73             

鹿児島県 123     5            2            -            -            17          12          6            3            70          8            114           

沖縄県 84      5            -            5            1            14          10          6            4            33          6            76             

札幌市 27      26          -            -            -            1            -            -            -            -            -            10             

仙台市 16      3            -            1            -            -            3            1            -            -            8            25             

さいたま市 28      1            -            1            -            -            5            1            6            14          -            26             

千葉市 1       -            -            -            -            -            -            -            -            1            -            12             

横浜市 241     6            -            11          -            120         24          19          12          20          29          132           

川崎市 8       8            -            -            -            -            -            -            -            -            -            57             

新潟市 15      -            -            -            -            1            1            5            3            4            1            16             

静岡市 12      -            -            -            -            -            5            1            5            -            1            11             

名古屋市 14      12          -            -            -            -            -            -            2            -            -            105           

浜松市 25      15          -            -            -            1            3            1            -            3            2            20             

京都市 85      -            -            9            1            -            16          7            43          -            9            42             

大阪市 109     6            -            7            -            4            19          24          8            37          4            122           

堺市 21      5            -            5            1            -            4            1            5            -            -            21             

神戸市 164     5            -            -            7            65          -            1            7            78          1            90             

広島市 21      -            -            -            -            3            6            3            5            3            1            22             

北九州市 36      -            -            2            -            -            9            10          1            7            7            36             

福岡市 20      8            -            1            1            1            4            1            -            -            4            38             

横須賀市 32      -            -            -            -            32          -            -            -            -            -            10             

金沢市 30      12          1            5            -            1            2            1            -            4            4            10             

合計 6,830      519        12          258        52          1,411      905        724        405        2,130      414        5,880

割合 100.0% 7.6% 0.2% 3.8% 0.8% 20.7% 13.3% 10.6% 5.9% 31.2% 6.1% 100.0%

合計 5,880 423 12 194 34 1,110 795 636 277 1,804 595 

割合 100.0% 7.2% 0.2% 3.3% 0.6% 18.9% 13.5% 10.8% 4.7% 30.7% 10.1%

（参考　平成１９年度）　

参考
（平成１9年度）

都道府
県名等

職員数
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● 都道府県（指定都市・児相設置市含む）別職員の正規・非正規、専任・兼任数 

 
主たる相談窓口に従事する職員は、正規職員が４，７２８名（６９．２％）、また専任

職員は２，６９４名（３９．４％）配置されている。 
 
 

（単位:人、％）

正規職員 正規職員以外 正規割合 正規以外割合 専任数 兼任数 専任割合 兼任割合

北海道 617                  67                    90.2%                9.8%                  137                  547                  20.0%                80.0%                

青森県 95                    10                    90.5%                9.5%                  17                    88                    16.2%                83.8%                

岩手県 51                    25                    67.1%                32.9%                24                    52                    31.6%                68.4%                

宮城県 94                    30                    75.8%                24.2%                44                    80                    35.5%                64.5%                

秋田県 46                    33                    58.2%                41.8%                31                    48                    39.2%                60.8%                

山形県 66                    21                    75.9%                24.1%                23                    64                    26.4%                73.6%                

福島県 147                  30                    83.1%                16.9%                38                    139                  21.5%                78.5%                

茨城県 72                    64                    52.9%                47.1%                68                    68                    50.0%                50.0%                

栃木県 77                    36                    68.1%                31.9%                30                    83                    26.5%                73.5%                

群馬県 85                    21                    80.2%                19.8%                35                    71                    33.0%                67.0%                

埼玉県 213                  77                    73.4%                26.6%                117                  173                  40.3%                59.7%                

千葉県 122                  89                    57.8%                42.2%                122                  89                    57.8%                42.2%                

東京都 288                  215                  57.3%                42.7%                443                  60                    88.1%                11.9%                

神奈川県 88                    63                    58.3%                41.7%                92                    59                    60.9%                39.1%                

新潟県 57                    35                    62.0%                38.0%                38                    54                    41.3%                58.7%                

富山県 16                    11                    59.3%                40.7%                8                      19                    29.6%                70.4%                

石川県 35                    10                    77.8%                22.2%                11                    34                    24.4%                75.6%                

福井県 29                    16                    64.4%                35.6%                15                    30                    33.3%                66.7%                

山梨県 68                    25                    73.1%                26.9%                35                    58                    37.6%                62.4%                

長野県 156                  71                    68.7%                31.3%                90                    137                  39.6%                60.4%                

岐阜県 70                    40                    63.6%                36.4%                28                    82                    25.5%                74.5%                

静岡県 84                    42                    66.7%                33.3%                57                    69                    45.2%                54.8%                

愛知県 123                  71                    63.4%                36.6%                95                    99                    49.0%                51.0%                

三重県 86                    35                    71.1%                28.9%                56                    65                    46.3%                53.7%                

滋賀県 57                    35                    62.0%                38.0%                47                    45                    51.1%                48.9%                

京都府 29                    30                    49.2%                50.8%                30                    29                    50.8%                49.2%                

大阪府 115                  62                    65.0%                35.0%                95                    82                    53.7%                46.3%                

兵庫県 56                    77                    42.1%                57.9%                85                    48                    63.9%                36.1%                

奈良県 77                    17                    81.9%                18.1%                14                    80                    14.9%                85.1%                

和歌山県 57                    11                    83.8%                16.2%                17                    51                    25.0%                75.0%                

鳥取県 44                    11                    80.0%                20.0%                23                    32                    41.8%                58.2%                

島根県 63                    10                    86.3%                13.7%                10                    63                    13.7%                86.3%                

岡山県 58                    25                    69.9%                30.1%                27                    56                    32.5%                67.5%                

広島県 41                    26                    61.2%                38.8%                26                    41                    38.8%                61.2%                

山口県 36                    19                    65.5%                34.5%                18                    37                    32.7%                67.3%                

徳島県 49                    19                    72.1%                27.9%                22                    46                    32.4%                67.6%                

香川県 28                    11                    71.8%                28.2%                7                      32                    17.9%                82.1%                

愛媛県 46                    20                    69.7%                30.3%                33                    33                    50.0%                50.0%                

高知県 50                    24                    67.6%                32.4%                27                    47                    36.5%                63.5%                

福岡県 122                  51                    70.5%                29.5%                50                    123                  28.9%                71.1%                

佐賀県 30                    17                    63.8%                36.2%                18                    29                    38.3%                61.7%                

長崎県 50                    27                    64.9%                35.1%                37                    40                    48.1%                51.9%                

熊本県 97                    28                    77.6%                22.4%                35                    90                    28.0%                72.0%                

大分県 44                    28                    61.1%                38.9%                32                    40                    44.4%                55.6%                

宮崎県 85                    14                    85.9%                14.1%                30                    69                    30.3%                69.7%                

鹿児島県 92                    31                    74.8%                25.2%                32                    91                    26.0%                74.0%                

沖縄県 49                    35                    58.3%                41.7%                30                    54                    35.7%                64.3%                

札幌市 27                    -                      100.0%              -                      27                    -                      100.0%              -                      

仙台市 -                      16                    -                      100.0%              -                      16                    -                      100.0%              

さいたま市 18                    10                    64.3%                35.7%                12                    16                    42.9%                57.1%                

千葉市 -                      1                      -                      100.0%              1                      -                      100.0%              -                      

横浜市 151                  90                    62.7%                37.3%                -                      241                  -                      100.0%              

川崎市 2                      6                      25.0%                75.0%                6                      2                      75.0%                25.0%                

新潟市 9                      6                      60.0%                40.0%                3                      12                    20.0%                80.0%                

静岡市 6                      6                      50.0%                50.0%                12                    -                      100.0%              -                      

浜松市 12                    2                      85.7%                14.3%                8                      6                      57.1%                42.9%                

名古屋市 16                    9                      64.0%                36.0%                9                      16                    36.0%                64.0%                

京都市 43                    42                    50.6%                49.4%                42                    43                    49.4%                50.6%                

大阪市 61                    48                    56.0%                44.0%                65                    44                    59.6%                40.4%                

堺市 6                      15                    28.6%                71.4%                21                    -                      100.0%              -                      

神戸市 152                  12                    92.7%                7.3%                  -                      164                  -                      100.0%              

広島市 9                      12                    42.9%                57.1%                12                    9                      57.1%                42.9%                

北九州市 7                      29                    19.4%                80.6%                -                      36                    -                      100.0%              

福岡市 -                      20                    -                      100.0%              20                    -                      100.0%              -                      

横須賀市 29                    3                      90.6%                9.4%                  32                    -                      100.0%              -                      
金沢市 20                    10                    66.7%                33.3%                25                    5                      83.3%                16.7%                

合計 4,728               2,102               69.2%               30.8%               2,694               4,136               39.4%               60.6%               

（参考）
平成１９年度 3,959 1,921 67.3% 32.7% 2,396 3,484 40.7% 59.3%

職員数 　　　　　　　割合 職員数 割合
都道府県名等
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弁護士や医師等の外部人材の活用については、助言ありとする市区町村が３９７か所（２

１．９％）となっている。 
 
 

（上段：該当区分での割合　　　下段：市区町村数）

人口３０万人
以上市区

人口１０万人
～３０万人未
満市区

人口１０万人
未満市区

町 村
政令指定都
市・児童相
談所設置市

30.8%        34.2%        22.4%        18.3%        17.6%        47.4%        21.9%            18.2%

20 68 118 148 34 9 397 332

69.2%        65.8%        77.6%        81.7%        82.4%        52.6%        78.1%            81.8%

45 131 409 660 159 10 1,414 1495

100.0%      100.0%      100.0%      100.0%      100.0%      100.0%      100.0%          100.0%

65 199 527 808 193 19 1,811 1,827

参考
（平成19年度）

合　　計

規　模　区　分

合計

（１）人材活用による
　　　助言あり

（２）人材活用による
　　　助言なし

外部人材の活用による助言
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（２）人材活用による
　　　助言なし

（１）人材活用による
　　　助言あり

 

３．外部人材の活用による助言について 
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（１） 夜間・休日の対応状況について 

夜間・休日の対応については、対応している市区町村が１，３０４か所（７２．０％）

となっている。 
 
 

（上段：該当区分での割合　　　下段：市区町村数）

 人口３０万人
以上市区

 人口１０万人
～３０万人未
満市区

 人口１０万人
未満市区

町 村
政令指定都
市・児童相
談所設置市

参考
（平成19年度）

67.7%         83.4%         77.2%         70.0%         57.5%         52.6%         72.0%           72.9%         

44            166          407          566          111          10           1,304           1,332

32.3%         16.6%         22.8%         30.0%         42.5%         47.4%         28.0%           27.1%         

21            33            120          242          82            9             507             495

100.0%       100.0%       100.0%       100.0%        100.0%        100.0%       100.0%         100.0%       

65             199           527           808            193            19             1,811           1,827

合計

合計

規　模　区　分

①対応している

②特に対応していな
い

夜間・休日の対応
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②特に対応していない

①対応している

 
 

４．夜間・休日の対応について 



 8

 
 
 （２） 夜間・休日の対応方法について 

夜間・休日対応を行っている市区町村について、その内容を見ると、「③相談担当

の職員以外の職員（守衛等）が相談担当の職員に連絡した後、相談担当の職員が対応」

が５８．１%となっている。 
 
 

（上段：該当区分での割合　　　下段：市区町村数）

 人口３０万人以
上市区

 人口１０万人～
３０万人未満市
区

 人口１０万人未
満市区

町 村
政令指定都
市・児童相
談所設置市

参考
（平成19年度）

-                 1.0%             0.4%             0.5%       3.6%       5.3%       0.9%        2.1%        

-               2               2               4          7          1          16           38

3.1%             3.5%             7.8%             3.1%       4.7%       5.3%       4.7%        4.7%        

2 7 41 25 9 1 85 85

43.1%           57.3%           60.7%           61.6%     46.6%     10.5%     58.1%       56.5%       

28              114            320            498       90        2          1,052       1032

6.2%             2.5%             1.1%             0.6%       0.5%       -           1.2%        0.8%        

4 5 6 5 1 0 21 14

4.6%             3.0%             1.5%             1.0%       -           5.3%       1.4%        1.7%        

3 6 8 8 0 1 26 31

10.8%           16.1%           5.7%             3.2%       2.1%       26.3%     5.7%        7.2%        

7 32 30 26 4 5 104 132

32.3%           16.6%           22.8%           30.0%     42.5%     47.4%     28.0%       27.1%       

21 33 120 242 82 9 507 495

100.0%         100.0%         100.0%         100.0%    100.0%    100.0%    100.0%     100.0%     

65 199 527 808 193 19 1,811 1,827

合計

規　模　区　分

④民間の相談機関に対応を委託

⑤児童相談所へ転送

⑦特に対応していない

⑥その他

合計

③相談担当の職員以外の職員（守
衛等）が相談担当の職員に連絡し
た後、相談担当の職員が対応

①相談担当の職員が宿日直により
対応

②夜間・休日対応用の携帯電話を
所持するなどして、相談担当の職員
が対応

夜間・休日対応(対応内容別)

-
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①相談担当の職員が宿日直により対応

②夜間・休日対応用の携帯電話を所持
するなどして、相談担当の職員が対応

③相談担当の職員以外の職員（守衛等）
が相談担当の職員に連絡した後、相談
担当の職員が対応
④民間の相談機関に対応を委託

⑤児童相談所へ転送

⑥その他

⑦特に対応していない
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業務マニュアルの作成状況について、市区町村独自の業務マニュアル（虐待対応マニュア

ルを含む）を作成しているのは、市部の人口規模３０万人以上の所では５８．５％、１０万

人以上３０万人未満では３６．２％、１０万人未満では２２．８％、町では９．７％、村で

は８．８％、指定都市・児相設置市では８４．２％となっている。 
 
 

（上段：該当区分での割合　　　下段：市区町村数）

 人口３０万人
以上市区

 人口１０万人
～３０万人未
満市区

 人口１０万人
未満市区

町 村
政令指定都
市・児童相
談所設置市

58.5%          36.2%          22.8%          9.7%            8.8%            84.2%          18.8%             

38            72            120           78            17            16            341               

41.5%          63.8%          77.2%          90.3%          91.2%          15.8%          81.2%             

27            127           407           730           176           3              1,470             

100.0%        100.0%        100.0%        100.0%        100.0%        100.0%        100.0%           

65              199            527            808            193            19              1,811             
合計

規　模　区　分

①有り

②無し

合計

業務マニュアル作成状況
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５．業務マニュアル作成状況について 
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都道府県（児童相談所等）からの後方支援について、「①児童相談所等の職員による市区

町村職員研修の実施」は１，５７２か所（８６．８％）、「②児童相談所等の職員による個々

の事例に対する支援に必要な情報の提供や助言」は１，７２２か所（９５．１％）となって

いる。 
 

人口３０万人
以上市区

人口１０万人
～３０万人未
満市区

人口１０万人
未満市区

町 村
政令指定都
市・児童相
談所設置市

参考
（平成19年度）

61.5%        75.9%        75.7%        69.8%      54.4%      78.9%        70.3%        70.8%        

40           151         399         564       105       15           1,274        1,294        

20.0%        16.1%        14.6%        16.7%      20.2%      10.5%        16.5%        13.0%        

13           32           77           135       39         2            298          237          

81.5%        92.0%        90.3%        86.5%      74.6%      89.5%        86.8%        83.8%        

53            183          476          699         144         17            1,572        1,531

87.7%        88.9%        93.0%        82.4%      59.1%      94.7%        84.0%        84.2%        

57           177         490         666       114       18           1,522        1,539        

10.8%        10.6%        6.6%         12.1%      20.2%      -             11.0%        7.1%          

7            21           35           98         39         -            200          130          

98.5%        99.5%        99.6%        94.6%      79.3%      94.7%        95.1%        91.4%        

64            198          525          764         153         18            1,722        1,669        

98.5%        99.0%        94.9%        83.8%      59.6%      89.5%        86.7%        79.7%        

64           197         500         677       115       17           1,570        1,456        

1.5%         1.0%         3.6%         6.7%        10.4%      5.3%         5.4%         5.8%          

1            2            19           54         20         1            97            106          

100.0%      100.0%      98.5%        90.5%      69.9%      94.7%        92.0%        85.5%        

65            199          519          731         135         18            1,667        1,562        

9.2%         5.5%         7.8%         7.4%        4.7%        21.1%        7.2%         7.1%          

6            11           41           60         9           4            131          129          

1.5%         3.0%         5.1%         9.0%        7.8%        5.3%         6.8%         6.5%          

1            6            27           73         15         1            123          118          

10.8%        8.5%         12.9%        16.5%      12.4%      26.3%        14.0%        13.5%        

7             17            68            133         24          5             254          247          

3.1%         9.5%         10.6%        5.4%        5.2%        21.1%        7.5%         7.2%          

2            19           56           44         10         4            135          131          

4.6%         5.5%         9.3%         13.2%      10.4%      10.5%        10.6%        9.5%          

3            11           49           107       20         2            192          173          

7.7%         15.1%        19.9%        18.7%      15.5%      31.6%        18.1%        16.6%        

5             30            105          151         30          6             327          304          

23.1%        9.0%         6.3%         4.0%        3.1%        10.5%        5.9%         4.6%          

15           18           33           32         6           2            106          84            

1.5%         3.0%         3.8%         6.3%        5.7%        10.5%        5.0%         5.1%          

1            6            20           51         11         2            91            93            

24.6%        12.1%        10.1%        10.3%      8.8%        21.1%        10.9%        9.7%          

16            24            53            83          17          4             197          177          

61.5%        60.3%        46.7%        35.4%      19.7%      63.2%        41.0%        39.0%        

40           120         246         286       38         12           742          713          

9.2%         11.6%        9.3%         13.2%      13.5%      5.3%         11.7%        8.3%          

6            23           49           107       26         1            212          151          

70.8%        71.9%        56.0%        48.6%      33.2%      68.4%        52.7%        47.3%        

46            143          295          393         64          13            954          864          

12.3%        12.6%        6.1%         5.7%        3.6%        5.3%         6.6%         -

8            25           32           46         7           1            119          -

6.2%         6.0%         4.9%         6.2%        9.8%        10.5%        6.2%         -

4            12           26           50         19         2            113          -

18.5%        18.6%        11.0%        11.9%      13.5%      15.8%        12.8%        -

12            37            58            96          26          3             232          -

　市区町村数 65            199          527          808         193         19            1,811        1,827        

⑧その他

比較的支援
を受けている

あまり支援を
受けていない

合　計

⑦国の指針とは別に、
　都道府県独自の市区
　町村向けの児童家庭
　相談マニュアル　等を
　作成

比較的支援
を受けている

合　計

あまり支援を
受けていない

④年間を通じて市区町村
　に都道府県（又は児童
　相談所）職員を派遣

比較的支援
を受けている

③ケース検討会議、要保
　護児童対策地域協議会
　に児童相談所職員等が
　参加

⑤定期的に市区町村に
　都道府県職員（又は児
　童相談所）を派遣して
　市区町村を支援

比較的支援
を受けている

あまり支援を
受けていない

合　計

あまり支援を
受けていない

合　計

⑥児童相談所への市区
　町村職員の受け入れ

比較的支援
を受けている

あまり支援を
受けていない

合　計

②児童相談所等の職員
　による個々の事例に対
　する支援に必要な情
　報の提供や助言

規　模　区　分

合計

①児童相談所等の職員
　による市区町村職員研
　修の実施

比較的支援
を受けている

合　計

比較的支援
を受けている

あまり支援を
受けていない

あまり支援を
受けていない

合　計

比較的支援
を受けている

あまり支援を
受けていない

合　計

 

６．都道府県（児童相談所等）からの後方支援について 
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虐待事例に関し、市区町村と児童相談所の役割分担の取り決めがなされているかどうかに

ついては「取り決めはなく、個々の事例ごとに異なる対応になっている」が、７２．２％と

なっている。また、市区町村と児童相談所が重なる虐待事例を取扱う際、どちらが事例の主

担当であるか明らかにしているかについては、５１．１％の市区町村は個々の事例によって

主担当を決めている。 
 
 

（上段：該当区分での割合　　　下段：市区町村数）

人口３０万人
以上市区

人口１０万人
～３０万人未
満市区

人口１０万人
未満市区

町 村
政令指定都
市・児童相
談所設置市

15.4%         11.1%         5.1%           4.1%           3.1%           42.1%         5.9%           

10            22            27            33            6              8              106            

26.2%         36.7%         24.7%         18.1%         12.4%         42.1%         22.0%         

17            73            130          146          24            8              398            

58.5%         52.3%         70.2%         77.8%         84.5%         15.8%         72.2%         

38            104          370          629          163          3              1,307         

100.0%        100.0%        100.0%        100.0%        100.0%        100.0%        100.0%        

65             199            527            808            193            19             1,811         

10.8%         9.0%           6.3%           3.6%           1.6%           31.6%         5.3%           

7              18            33            29            3              6              96             

38.5%         49.2%         31.5%         20.4%         7.8%           42.1%         26.3%         

25            98            166          165          15            8              477            

7.7%           6.5%           11.4%         20.9%         33.7%         5.3%           17.3%         

5              13            60            169          65            1              313            

43.1%         35.2%         50.9%         55.1%         57.0%         21.1%         51.1%         

28            70            268          445          110          4              925            

100.0%        100.0%        100.0%        100.0%        100.0%        100.0%        100.0%        

65             199            527            808            193            19             1,811         

市区町村数 65            199          527          808          193          19            1,811         

41.5% 47.7% 29.8% 22.2% 15.5% 84.2%
49.2% 58.3% 37.8% 24.0% 9.3% 73.7%

規　模　区　分

合計

 個々の事例による

 明らかにしていない

 明らかにしている
（ルールを明記したものは無
い）

 合　計

 文書はないが一応決められ
ている

②市町村と児童相談所
が重なる事例を取り扱
う際、どちらが主担当か
明らかにしているか

 明らかにしている
（文章等でルールを明記）

 合　計

①市町村と児童相談所
の役割分担についての
取り決め

 文書での取り決め

 取り決めはなく、個々の事例ご
とに異なる対応になっている

虐待事例に関する役割分担

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

人
口

３
０
万
人
以
上
市
区

人
口

１
０
万
人
～

３
０
万
人
未
満
市

区

人
口

１
０
万
人
未
満
市
区

町 村 政
令
指
定
都
市

・
児
童
相
談
所
設
置

市

①市町村と児童相談所の役割分担に
ついての取り決められている

②重なる事例を取り扱う際、どちらが主
担当か明らかにしている

 

７．虐待事例に関する役割分担について 
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（参考）市町村児童家庭相談件数（平成 19 年度社会福祉行政業務報告（福祉行政報告例）より抜粋） 
 

平成 19 年度に全国の市町村が受け付けた児童家庭に関する相談受付件数は約 27 万件（対前年度比 1 万件

増）、うち児童虐待に関する相談受付件数は 50,120 件（対前年度比約４千件増）。また、相談を受け付けた後、

具体的な援助内容（助言指導・児童相談所等への送致等）を決定した相談対応件数は約 28 万件（対前年度比

約 9 千件増）、うち児童虐待に関する相談対応件数は 51,618 件（対前年度比約４千件増）となっている。 
 

総　数　① 児童虐待相談 その他の相談 総　数　③ 児童虐待相談 その他の相談

② ①－② ④ ③-④
北 海 道 8,607 1,372 7,235 8852 1410 7,442
青 森 県 4,201 96 4,105 4205 96 4,109
岩 手 県 1,357 464 893 1348 458 890
宮 城 県 2,417 685 1,732 2745 825 1,920
秋 田 県 3,009 304 2,705 3008 303 2,705
山 形 県 1,991 118 1,873 1999 119 1,880
福 島 県 2,662 471 2,191 2693 455 2,238
茨 城 県 3,867 906 2,961 4062 978 3,084
栃 木 県 2,068 532 1,536 2103 559 1,544
群 馬 県 2,269 451 1,818 2280 446 1,834
埼 玉 県 9,075 1,558 7,517 9112 1571 7,541
千 葉 県 6,027 1,654 4,373 6164 1690 4,474
東 京 都 31,304 4,895 26,409 31615 4962 26,653
神 奈 川 県 5,333 1,779 3,554 5746 1902 3,844
新 潟 県 4,172 623 3,549 4221 632 3,589
富 山 県 1,735 299 1,436 1763 322 1,441
石 川 県 1,253 298 955 1281 298 983
福 井 県 1,129 226 903 1140 244 896
山 梨 県 1,666 289 1,377 1770 315 1,455
長 野 県 6,588 828 5,760 6857 869 5,988
岐 阜 県 4,272 444 3,828 4534 488 4,046
静 岡 県 3,956 1,022 2,934 3859 1037 2,822
愛 知 県 6,286 1,853 4,433 6380 1867 4,513
三 重 県 4,317 801 3,516 4334 802 3,532
滋 賀 県 4,481 1,928 2,553 4487 1934 2,553
京 都 府 2,107 637 1,470 2107 637 1,470
大 阪 府 14,701 5,738 8,963 14773 5745 9,028
兵 庫 県 23,225 2,582 20,643 23222 2582 20,640
奈 良 県 6,161 716 5,445 6161 716 5,445
和 歌 山 県 1,195 343 852 1428 369 1,059
鳥 取 県 660 146 514 669 148 521
島 根 県 1,168 281 887 1168 281 887
岡 山 県 1,932 1,001 931 1895 971 924
広 島 県 2,457 725 1,732 2645 896 1,749
山 口 県 1,551 535 1,016 1585 519 1,066
徳 島 県 999 225 774 1100 242 858
香 川 県 1,318 447 871 1390 487 903
愛 媛 県 855 205 650 857 205 652
高 知 県 1,727 350 1,377 1740 350 1,390
福 岡 県 7,277 1,283 5,994 8202 1344 6,858
佐 賀 県 1,593 219 1,374 1730 223 1,507
長 崎 県 2,245 380 1,865 2184 376 1,808
熊 本 県 3,477 627 2,850 3490 627 2,863
大 分 県 5,129 736 4,393 5245 743 4,502
宮 崎 県 1,467 409 1,058 1459 409 1,050
鹿 児 島 県 2,712 438 2,274 2626 350 2,276
沖 縄 県 2,001 591 1,410 2265 651 1,614

指定都市（別掲）     
札 幌 市 813 102 711 813 102 711
仙 台 市 717 253 464 717 253 464
さいたま市 497 199 298 619 230 389
千 葉 市 1,458 587 871 1458 586 872
横 浜 市 23,074 316 22,758 23426 431 22,995
川 崎 市 4,624 537 4,087 5054 558 4,496
新 潟 市 405 195 210 405 195 210
静 岡 市 1,397 207 1,190 1397 207 1,190
浜 松 市 1,379 197 1,182 1442 229 1,213
名 古 屋 市 968 539 429 1568 551 1,017
京 都 市 1,686 683 1,003 2146 840 1,306
大 阪 市 4,387 1,089 3,298 4754 1179 3,575
堺 市 2,992 1,103 1,889 2992 1103 1,889
神 戸 市 9,284 137 9,147 9284 137 9,147
広 島 市 874 127 747 870 125 745
北 九 州 市 4,061 790 3,271 4190 791 3,399
福 岡 市 1,990 480 1,510 1994 480 1,514

中 核 市（別掲）     
横 須 賀 市 1,242 69 1,173 2264 168 2,096
金 沢 市 - - - - - -

合 計 271,847 50,120 221,727 279,892 51,618 228,274

平 成 18 年 度 261,142 45,901 215,241 270,653 47,933 222,720

対 前 年 度 増 減 10,705 4,219 6,486 9,239 3,685 5,554

受付件数 対応件数
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Ⅱ 要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワ

ーク）の設置状況について 
 
 
 
 

（１） 要保護児童対策地域協議会及び児童虐待防止ネットワーク設置状況（表１、参考１） 

 児童福祉法第２５条の２に規定する要保護児童対策地域協議会（以下「地域協議会」

という。）を設置済みの市区町村は、全国１，８１１市区町村のうち１，５３２か所（８

４．６％）であり、児童虐待防止ネットワーク（以下「ネットワーク」という。）を設置

済みの市区町村は、１７３か所（９．６％）となっている。 

 地域協議会又はネットワークを設置済みである市区町村の数及び割合は、１，７０５

か所（９４．１％）となっている。 

 

 

表１　地域協議会及びネットワークの設置状況 （平成２０年４月１日現在）

市・区
（30万
以上）

市・区
（10万
～30万
未満）

市・区
（10万
未満）

町 村

65 199 527 808 193 19 1,811 1,827

数 59 187 478 656 137 15 1,532 1,193

％ 90.8% 94.0% 90.7% 81.2% 71.0% 78.9% 84.6% 65.3%

数 6 12 44 95 12 4 173 343

％ 9.2% 6.0% 8.3% 11.8% 6.2% 21.1% 9.6% 18.8%

数 65 199 522 751 149 19 1,705 1,536

％ 100.0% 100.0% 99.1% 92.9% 77.2% 100.0% 94.1% 84.1%

（参考）
平成19年
４月

地域協議会

ネットワーク

合計

市区町村数

都道府県

政令指定都
市・児童相
談所設置市

合計

 

 

１．設置の状況 



 14

（
参

考
１

）
　

地
域
協

議
会

又
は

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
設

置
数

お
よ

び
割

合

注
）　

平
成

１
７

年
度

ま
で

は
６

月
１

日
現

在
の

調
査

で
あ

り
、

１
８

年
度

か
ら

は
４

月
１

日
現

在
の

調
査

で
あ

る
。

  
 平

成
１

６
年

度
ま

で
は

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
設

置
数

及
び

割
合

で
あ

り
、

平
成

１
７

年
度

か
ら

は
地

域
協

議
会

又
は

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
設

置
数

及
び

割
合

で
あ

る
。

0

50
0

1,
00

0

1,
50

0

2,
00

0

2,
50

0

3,
00

0

3,
50

0

市 区 町 村 数

0.
0

10
.0

20
.0

30
.0

40
.0

50
.0

60
.0

70
.0

80
.0

90
.0

10
0.

0 ( ％ )

設
置

市
区

町
村

数
50

6 
70

2 
96

7 
1,

24
3 

1,
22

4 
1,

27
1 

1,
53

6 
1,

70
5 

全
市

区
町

村
数

3,
24

7 
3,

24
0 

3,
20

9 
3,

12
3 

2,
33

9 
1,

84
3 

1,
82

7 
1,

81
1 

割
合

（％
）

15
.6

 
21

.7
 

30
.1

 
39

.8
 

51
.0

 
69

.0
 

84
.1

 
94

.1
 

平
成

13
年

度
14

15
16

17
18

19
20



 15

 

（２) 地域協議会及びネットワークの設置見込み（表２） 

 平成２０年度末の地域協議会又はネットワークの設置数及び割合は、１，７６５か所

（９７．５％）、平成２１年度末には１，７９１か所（９８．９％）となる見込みであ

る。 

 

表２　地域協議会及びネットワークの設置見込み （平成２０年４月１日現在）

市・区
（30万
以上）

市・区
（10万
～30万
未満）

市・区
（10万
未満）

町 村

65 199 527 808 193 19 1,811

地域協議会 数 59 187 478 656 137 15 1,532

ネットワーク 数 6 12 44 95 12 4 173

数 65 199 522 751 149 19 1,705

％ 100.0% 100.0% 99.1% 92.9% 77.2% 100.0% 94.1%

地域協議会 数 64 194 512 736 162 19 1,687

ネットワーク 数 1 5 15 52 5 0 78

数 65 199 527 788 167 19 1,765

％ 100.0% 100.0% 100.0% 97.5% 86.5% 100.0% 97.5%

地域協議会 数 65 196 523 771 176 19 1,750

ネットワーク 数 0 3 4 31 3 0 41

数 65 199 527 802 179 19 1,791

％ 100.0% 100.0% 100.0% 99.3% 92.7% 100.0% 98.9%

数 0 0 0 6 14 0 20

％ 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 7.3% 0.0% 1.1%

数 65 199 527 808 193 19 1,811

％ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
合計

小計

平
成
２
０
年
度
末
見
込
み

ネットワークが設置されておら
ず、地域協議会も設置しない

合計

小計

都道府県

市区町村数

政令指定都
市・児童相
談所設置市

平
成
２
１
年
度
末
見
込
み

平
成
２
０
年
４
月
１
日

時
点
の
設
置
数 小計
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（３） 都道府県ごとの地域協議会又はネットワーク設置状況（参考２、参考３） 

 地域協議会又はネットワークの設置済の市区町村の割合を都道府県ごとにみると、最

低で７４．４％、最高で１００．０％となっている。 

 全体では、６０～８０％未満が４県（８．５％）、８０％～１００％未満が１７都道府

県（３６．２％）、１００％が２６府県（５５．３％）となっている。 

 

（参考２）　都道府県ごとの地域協議会又はネットワークの設置状況 （平成２０年４月１日現在）

数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％

北海道 148 82.2%  24  13.3%  172 95.6%  滋賀県 13   50.0%  13  50.0%  26   100.0% 

青森県 40  100.0% -   -      40  100.0% 京都府 16   61.5%  7   26.9%  23   88.5%  

岩手県 35  100.0% -   -      35  100.0% 大阪府 41   95.3%  2   4.7%   43   100.0% 

宮城県 25  69.4%  9   25.0%  34  94.4%  兵庫県 41   100.0% -   -      41   100.0% 

秋田県 25  100.0% -   -      25  100.0% 奈良県 21   53.8%  8   20.5%  29   74.4%  

山形県 35  100.0% -   -      35  100.0% 和歌山県 24   80.0%  6   20.0%  30   100.0% 

福島県 30  50.0%  15  25.0%  45  75.0%  鳥取県 19   100.0% -   -      19   100.0% 

茨城県 40  90.9%  1   2.3%   41  93.2%  島根県 21   100.0% -   -      21   100.0% 

栃木県 31  100.0% -   -      31  100.0% 岡山県 25   92.6%  2   7.4%   27   100.0% 

群馬県 38  100.0% -   -      38  100.0% 広島県 20   87.0%  3   13.0%  23   100.0% 

埼玉県 69  98.6%  1   1.4%   70  100.0% 山口県 20   100.0% -   -      20   100.0% 

千葉県 36  64.3%  20  35.7%  56  100.0% 徳島県 21   87.5%  3   12.5%  24   100.0% 

東京都 57  91.9%  -   -      57  91.9%  香川県 11   64.7%  3   17.6%  14   82.4%  

神奈川県 33  100.0% -   -      33  100.0% 愛媛県 19   95.0%  1   5.0%   20   100.0% 

新潟県 26  83.9%  1   3.2%   27  87.1%  高知県 23   67.6%  4   11.8%  27   79.4%  

富山県 13  86.7%  -   -      13  86.7%  福岡県 52   78.8%  10  15.2%  62   93.9%  

石川県 19  100.0% -   -      19  100.0% 佐賀県 18   90.0%  -   -      18   90.0%  

福井県 17  100.0% -   -      17  100.0% 長崎県 23   100.0% -   -      23   100.0% 

山梨県 26  92.9%  1   3.6%   27  96.4%  熊本県 45   93.8%  2   4.2%   47   97.9%  

長野県 64  79.0%  5   6.2%   69  85.2%  大分県 17   94.4%  -   -      17   94.4%  

岐阜県 42  100.0% -   -      42  100.0% 宮崎県 22   73.3%  2   6.7%   24   80.0%  

静岡県 26  63.4%  14  34.1%  40  97.6%  鹿児島県 33   71.7%  6   13.0%  39   84.8%  

愛知県 61  100.0% -   -      61  100.0% 沖縄県 25   61.0%  7   17.1%  32   78.0%  

三重県 26  89.7%  3   10.3%  29  100.0% 全国 1,532 84.6%  173 9.6%   1,705 94.1%  

ネットワーク 全体地域協議会 ネットワーク 全体 地域協議会

 
 

（  0.0％）
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（１） 要保護児童対策調整機関の指定（表３） 

   児童福祉法第２５条の２第４項に規定する調整機関は、児童福祉主管課が８８６か所

（５７．８％）で最も多く、次いで児童福祉・母子保健統合主管課が３８３か所（２５．

０％）、福祉事務所（家庭児童相談室）が１００か所（６．５％）となっている。 

 

表３　要保護児童対策調整機関の指定 （平成２０年４月１日現在）

市・区
（30万以
上）

市・区
（10万～
30万未
満）

市・区
（10万未
満）

町 村

地域協議会設置数
(平成20年4月1日)

59    187   478   656   137   15     1,532 

数 47    149   319   322   44    5      886   

％ 79.7% 79.7% 66.7% 49.1% 32.1% 33.3%  57.8% 

数 1     -     5     16    1     -      23    

％ 1.7%  -     1.0%  2.4%  0.7%  -      1.5%  

数 3     10    34    262   71    3      383   

％ 5.1%  5.3%  7.1%  39.9% 51.8% 20.0%  25.0% 

数 5     17    77    -     -     1      100   

％ 8.5%  9.1%  16.1% -     -     6.7%   6.5%  

数 -     2     19    1     2     -      24    

％ -     1.1%  4.0%  0.2%  1.5%  -      1.6%  

数 -     1     2     7     3     -      13    

％ -     0.5%  0.4%  1.1%  2.2%  -      0.8%  

数 -     1     11    17    5     -      34    

％ -     0.5%  2.3%  2.6%  3.6%  -      2.2%  

数 -     1     1     -     -     -      2     

％ -     0.5%  0.2%  -     -     -      0.1%  

数 -     -     1     6     1     3      11    

％ -     -     0.2%  0.9%  0.7%  20.0%  0.7%  

数 -     -     1     7     1     -      9     

％ -     -     0.2%  1.1%  0.7%  -      0.6%  

数 3     6     8     18    9     3      47    

％ 5.1%  3.2%  1.7%  2.7%  6.6%  20.0%  3.1%  

数 59    187   478   656   137   15     1,532 

％ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

都道府県

政令指定都
市・児童相
談所設置市

合計

福祉事務所
（家庭児童相談室を除く）

児童福祉主管課

母子保健主管課

児童福祉・母子保健統合主管課

福祉事務所
（家庭児童相談室）

保健センター

合計

児童相談所

障害福祉主管課

その他

市設置の保健所

教育委員会

 

２．要保護児童対策調整機関 
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（２） 担当職員（表４） 

 調整機関の担当職員は、全国で４，５３４名配置されている。内訳は、何らかの専門

資格を有する者（①～⑧）は２，３１３名（５１．０％）、そのうち、児童福祉司と同

様の資格を有する者（①～④）は５５９名（１２．３％）となっている。 

 

表４　要保護児童対策調整機関の担当職員 （平成２０年４月１日現在）

市・区
（30万以
上）

市・区
（10万～
30万未
満）

市・区
（10万未

満）
町 村

地域協議会設置数
(平成20年4月1日)

59     187    478    656    137    15     1,532  1,193  

数 60     95     110    47     5      42     359    224    

％ 20.5%  12.7%  8.2%   3.1%   1.8%   11.2%  7.9%   7.4%   

数 -      -      -      -      1      -      1      1      

％ -      -      -      -      0.4%   -      0.0%   0.0%   

数 32     53     31     25     5      12     158    88     

％ 10.9%  7.1%   2.3%   1.7%   1.8%   3.2%   3.5%   2.9%   

数 2      11     8      11     1      8      41     20     

％ 0.7%   1.5%   0.6%   0.7%   0.4%   2.1%   0.9%   0.7%   

数 94     159    149    83     12     62     559    333    

％ 32.1%  21.3%  11.2%  5.5%   4.4%   16.5%  12.3%  10.9%  

数 38     71     95     266    69     78     617    388    

％ 13.0%  9.5%   7.1%   17.6%  25.1%  20.8%  13.6%  12.7%  

数 32     110    230    42     9      20     443    338    

％ 10.9%  14.7%  17.2%  2.8%   3.3%   5.3%   9.8%   11.1%  

数 35     91     140    96     18     28     408    281    

％ 11.9%  12.2%  10.5%  6.4%   6.5%   7.5%   9.0%   9.2%   

数 18     82     129    19     4      34     286    183    

％ 6.1%   11.0%  9.7%   1.3%   1.5%   9.1%   6.3%   6.0%   

数 217    513    743    506    112    222    2,313  1,523  

％ 74.1%  68.7%  55.7%  33.5%  40.7%  59.2%  51.0%  50.0%  

数 63     179    502    976    163    138    2,021  -

％ 21.5%  24.0%  37.6%  64.6%  59.3%  36.8%  44.6%  -

数 13     55     89     28     -      15     200    -

％ 4.4%   7.4%   6.7%   1.9%   -      4.0%   4.4%   -

数 293    747    1,334  1,510  275    375    4,534  3,047  

％ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

①児童福祉司と同様の資格を有する者
（児童福祉司たる資格を有する者）
（②、③又は④に該当する者を除く。）

②医師

（参考）
平成19年

４月

都道府県

政令指定都
市・児童相
談所設置市

合計

④精神保健福祉士

③社会福祉士

　　　　　　　小計
（児童福祉司と同様の資格を有する者①～
④の計）

合計

⑧①から⑦に該当しない社会福祉主事

⑨①から⑧に該当しない一般事務職員

⑩その他

小計
（①～⑧の計）

⑤保健師・助産師・看護師（①に該当
する者を除く。）

⑥教員免許を有する者（①に該当する
者を除く。）

⑦保育士（①に該当する者を除く。）

 
※「（参考）平成 19 年度」における「⑨①～⑧に該当しない一般事務職員」「⑩その他」については、昨年度把握を行った、何らかの資

格を有する者に該当する「心理職」「福祉職」を含めていないため、比較できない。
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（３） 担当職員の詳細（表５） 

 担当職員の正規職員・正規職員以外の状況は、正規職員が３，６３０人（８０．１％）、

正規職員以外が９０４人（１９．９％）となっている。 

 また専任・兼任の状況は、専任が１，７００人（３７．５％）、他の業務と兼任が２，

８３４人（６２．５％）となっている。 

 

 

表５　要保護児童対策調整機関の担当職員 （平成２０年４月１日現在）

市・区（30
万以上）

市・区（10
万～30万未

満）

市・区（10
万未満）

町 村

59      187     478     656     137     15      1,532   1,193  

数 293     747     1,334   1,510   275     375     4,534   3,047  

％ 100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0% 

数 217     497     905     1,448   259     304     3,630   2,392  

％ 74.1%   66.5%   67.8%   95.9%   94.2%   81.1%   80.1%   78.5%  

数 76      250     429     62      16      71      904     655    

％ 25.9%   33.5%   32.2%   4.1%    5.8%    18.9%   19.9%   21.5%  

数 199     447     541     214     18      281     1,700   937    

％ 67.9%   59.8%   40.6%   14.2%   6.5%    74.9%   37.5%   30.8%  

数 94      300     793     1,296   257     94      2,834   2,110  

％ 32.1%   40.2%   59.4%   85.8%   93.5%   25.1%   62.5%   69.2%  

専任・兼任の状況

専任

兼任

正規職員・正規職員
以外の状況

正規職員

正規職員
以外

合計

地域協議会設置数
(平成20年4月1日)

担当職員数

都道府県
政令指定都
市・児童相
談所設置市

（参考）
平成19年

４月
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（１）地域協議会の構造（表６） 

 

地域協議会の構造は、「３層構造」が９９２か所（６４．８％）、「２層構造」が 

４８７か所（３１．８％）となっている。 

 

 

表６　協議会の構造 （平成２０年４月１日現在）

市・区
（30万
以上）

市・区
（10万
～30万
未満）

市・区
（10万
未満）

町 村

59      187    478    656    137    15      1,532  1,193    

数 45      164    346    369    55      13      992    827      

％ 76.3%  87.7%  72.4%  56.3%  40.1%  86.7%  64.8%  69.3%    

数 6        17      116    268    80      -        487    335      

％ 10.2%  9.1%    24.3%  40.9%  58.4%  -        31.8%  28.1%    

数 8        6        16      19      2        2        53      31        

％ 13.6%  3.2%    3.3%    2.9%    1.5%    13.3%  3.5%    2.6%      

数 59      187    478    656    137    15      1,532  1,193    

％ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

３層構造
（代表者会議、実務者会議、

個別ケース検討会議）

都道府県

合計

その他

２層構造
（代表者会議と実務者会議、

又は
代表者会議と個別ケース検討会議）

（参考）
平成19年

４月

政令指定都
市・児童相
談所設置市

合計

地域協議会設置数
(平成20年4月1日)

 

 

３．設置形態・活動内容等 
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（２） 地域協議会の活動内容（表７） 

 代表者会議の設置は１，１３１か所、実務者会議の設置が９２０か所、個別ケース検

討会議の設置が１，２２４か所となっている。 

 また年間の平均開催数は、代表者会議が１．２４回、実務者会議が５．９９回、個別

ケース検討会議が２０．５６回となっている。 

 なお個別ケース検討会議における１ケースあたりの平均検討回数は、２．３６回とな

っている。 

 

 
表７　児童虐待防止に関する活動内容  （平成１９年度実績）

市・区
（30万
以上）

市・区
（10万
～30万
未満）

市・区
（10万
未満）

町 村

52 172 401 418 73 15 1,131 1,070

開催実績数
(b)

回 93 227 483 458 78 64 1,403 1,106

平均開催数
(c)＝(b)÷(a)

回 1.79 1.32 1.20 1.10 1.07 4.27 1.24 1.03

52 160 323 322 51 12 920 886

開催実績数
(e)

回 666 1,175 1,658 1,162 121 727 5,509 3,281

平均開催数
(f)＝(e)÷(d)

回 12.81 7.34 5.13 3.61 2.37 60.58 5.99 3.70

56 179 439 479 58 13 1,224 1,033

個別ケース検討会議の開催数(h) 回 3,481 6,787 7,699 3,268 278 3,648 25,161 16,959

平成１９年度ケース実件数
(i)

人 3,364 6,734 9,410 3,826 285 4,762 28,381 24,053

平成１９年度延べケース数
(j)

人 10,276 13,751 26,650 7,898 485 7,826 66,886 67,267

平均開催数
(k)＝(h)÷(g)

回 62.16 37.92 17.54 6.82 4.79 280.62 20.56 16.42

１ケースあたりの平均検討回数
(l)＝(j)÷(i)

回 3.05 2.04 2.83 2.06 1.70 1.64 2.36 2.80

代
表
者
会
議

実
務
者
会
議

個
別
ケ
ー

ス
検
討
会
議

政令指定都
市・児童相
談所設置市

平成１９年度個別ケース
検討会議設置数

(g)

平成１９年度設置数
(a)

平成１９年度設置数
(d)

（参考）
平成19年
４月

合計

都道府県
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（３） 実務者会議の形態（表８） 

 実務者会議の形態は、「全ての相談種別を実務者会議として協議する」が８２７か所 

（５４．０％）、次いで「相談内容別に分けて開催する」が３８５か所（２５．１％）、

「地域別に分けて協議する」が１２１か所（７．９％）となっている。 

 

 

表８　協議会の実務者会議の形態（複数回答） （平成２０年４月１日現在）

市・区
（30万
以上）

市・区
（10万
～30万
未満）

市・区
（10万
未満）

町 村

59      187    478    656    137    15      1,532  1,193    

数 30      111    245    362    76      3        827    714      

％ 50.8%  59.4%  51.3%  55.2%  55.5%  20.0%  54.0%  59.8%    

数 14      12      32      41      10      12      121    87        

％ 23.7%  6.4%    6.7%    6.3%    7.3%    80.0%  7.9%    7.3%      

数 9        25      96      202    49      4        385    330      

％ 15.3%  13.4%  20.1%  30.8%  35.8%  26.7%  25.1%  27.7%    

数 11      46      114    82      16      -        269    102      

％ 18.6%  24.6%  23.8%  12.5%  11.7%  -        17.6%  8.5%      

地域別に分けて協議する

政令指定都
市・児童相
談所設置市

その他

相談内容別に分けて開催する

都道府県

（参考）
平成19年

４月
合計

地域協議会設置数
(平成20年4月1日)

全ての相談種別を実務者会議とし
て協議する
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（１） ケースの登録数（表９―１） 

 地域協議会におけるケースの登録数は全体で８５，５２５件であり、そのうち、児童

虐待ケース登録数が４６，６０４件（５４．５％）、児童虐待以外のケース登録数が３８，

９２１件（４５．５％）となっている。 

 また１地域協議会あたりのケース登録数は、児童虐待ケース登録数が３０．４件、児

童虐待以外のケース登録数が２５．４件となっている。 

 

 

表９－１　ケースの登録数　　 （平成２０年６月末日時点）

市・区
（30万以

上）

市・区
（10万～
30万未
満）

市・区
（10万未
満）

町 村

地域協議会設置数
(平成20年4月1日)

59 187 478 656 137 15 1,532 1,193

数 8,833 13,232 10,624 3,609 200 10,106 46,604 33,692

％   68.3%   45.2%   47.6%   57.4%   44.3%   70.8%   54.5%   55.8%

１地域協議会あたりの
児童虐待ケース登録数

数 149.7 70.8 22.2 5.5 1.5 673.7 30.4 28.2

数 4,091 16,023 11,697 2,681 251 4,178 38,921 26,727

％   31.7%   54.8%   52.4%   42.6%   55.7%   29.2%   45.5%   44.2%

１地域協議会あたりの
児童虐待以外のケース登録数

数 69.3 85.7 24.5 4.1 1.8 278.5 25.4 22.4

数 12,924 29,255 22,321 6,290 451 14,284 85,525 60,419

％  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%

児
童
虐
待
ケ
ー

ス

そ
の
他
の
要
保
護
ケ
ー

ス

合計

児童虐待以外のケース
登録数

合計
政令指定都
市・児童相
談所設置市

都道府県

児童虐待ケース
登録数

（参考）
平成19年

４月

 

 

 

 

４．ケースの進行管理の状況 
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（２） ケースの進行管理台帳の作成（表９－２） 

 地域協議会におけるケースの進行管理台帳は、１，０２９か所（６７．２％）で作成

されている。 

 

 

表９－２　ケース進行管理台帳の作成の有無　　

市・区
（30万以
上）

市・区
（10万～
30万未
満）

市・区
（10万未
満）

町 村

地域協議会設置数
(平成20年4月1日)

59 187 478 656 137 15 1,532 1,193

数 54 160 361 385 56 13 1,029 755

％ 91.5% 85.6% 75.5% 58.7% 40.9% 86.7% 67.2% 63.3%

数 5 27 117 271 81 2 503 409

％ 8.5% 14.4% 24.5% 41.3% 59.1% 13.3% 32.8% 34.3%

数 59 187 478 656 137 15 1,532 -

％ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -

都道府県

政令指定都
市・児童相
談所設置市

作成している

合計
（参考）
平成19年

４月

作成していない

合計
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（３） ケースの見直しの頻度（表９－３） 

 地域協議会においてケース進行管理台帳を作成している場合、ケースの見直しの頻度

として、少なくとも「３か月以内に１回」が２７４か所（１７．９％）、「４～６か月以

内に１回」が１３８か所（９．０％）、「６か月以上に１回」が４０か所（２．６％）と

なっている。 

また、「必要に応じて随時」が５２８か所（３４．５％）となっている。 

 

 

表９－３　ケースの見直しの頻度　　

市・区
（30万以
上）

市・区
（10万～
30万未
満）

市・区
（10万未

満）
町 村

59 187 478 656 137 15 1,532 1,193

54 160 361 385 56 13 1,029 -

数 21 69 110 58 9 7 274 472

％ 35.6% 36.9% 23.0% 8.8% 6.6% 46.7% 17.9% 39.6%

数 12 29 44 49 3 1 138 224

％ 20.3% 15.5% 9.2% 7.5% 2.2% 6.7% 9.0% 18.8%

数 1 2 22 14 1 -      40 -

％ 1.7% 1.1% 4.6% 2.1% 0.7%       - 2.6% -

数 34 100 176 121 13 8 452 696

％ 57.6% 53.5% 36.8% 18.4% 9.5% 53.3% 29.5% 58.3%

数 15 53 172 247 37 4 528 -

％ 25.4% 28.3% 36.0% 37.7% 27.0% 26.7% 34.5% -

数 5 7 13 17 6 1 49 -

％ 8.5% 3.7% 2.7% 2.6% 4.4% 6.7% 3.2% -

数 54 160 361 385 56 13 1,029 -

％ 91.5% 85.6% 75.5% 58.7% 40.9% 86.7% 67.2% -

都道府県

②４～６か月以内に１回

③６か月以上に１回

④必要に応じて随時

合計
政令指定都
市・児童相
談所設置市

小計

合計

（参考）
平成19年
４月

⑤その他

①３か月以内に１回

地域協議会設置数
(平成20年4月1日)

うちケース進行管理台帳作成し
ている協議会数
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５．関係機関等の状況 

表
１

０
　

関
係

機
関

等
の

状
況

（
表

１
０

、
参

考
４

）

（
平

成
２

０
年

４
月

１
日

現
在

）

町
村

町
村

数
％

5
9

  
  

1
8
7

  
4
7
8

  
6
5
6

  
1
3
7

  
1
5
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